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議会資料 

 

鳥取県拉致問題等の早期解決を目指す取組の推進に関する条例  

「妹は、ごく当たり前の生活をしていた平凡な女性でした。しかし、他の国に非人道的

に連れて行かれ、今日まで消息も分かりません。皆さんの家族が同じ被害にあった場合の

ことを想像してみてください。48年を超える私たちの苦しみを感じていただけるのではな

いでしょうか。皆さんには、家族と過ごすことを当たり前と思わず大切にしてほしい。家

族で一緒に過ごすことの幸せを考えてほしい。そして、皆さんが被害者や残された家族の

気持ちを理解し、拉致問題に関心を持ち続けてくださることが、私たちの大きな支えにな

ります。」 

これは、本県の拉致被害者の家族の言葉である。  

北朝鮮当局によって行われた日本人の拉致により、多くの家族が、そのかけがえのない

大切な人を突然に奪われた。私たちが暮らすこの鳥取の地においても、この許されざる国

家的犯罪行為である人権侵害が発生したことを決して忘れてはならない。  

拉致問題等の発生から既に長い年月が経過し、拉致被害者本人もその家族もともに高齢

化が進み、中にはその解決を切望しながら志半ばにして亡くなった方もある。拉致問題等

の解決には、もはや一刻の猶予も許されず、また、その全面解決がなされるまで、決して

人々の間で風化することがあってはならない。  

私たちが希求するのは、拉致被害者全員の一刻も早い帰国である。そのために、私たち

は、県民一丸となって、拉致問題等の早期解決に向けた思いを共有し、拉致問題等に関す

るたゆまぬ啓発など一人ひとりが今できることに取り組み、もって一層の機運醸成を図り、

一日も早くその進展につなげることを決意するものである。  

ここに、拉致問題等の早期解決を目指す取組を県民挙げて推進することを宣言し、この

条例を制定する。  

（目的） 

第１条 この条例は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題及び

北朝鮮当局による拉致の可能性を排除できない事案の問題（以下「拉致問題等」という｡）

について、県の責務並びに学校その他の教育機関及び警察の役割を明らかにするととも
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に、その啓発等を県民挙げてなお一層推進することにより、県民の意識の高揚及び解決

に向けた機運の醸成を図り、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的とする。  

（県の責務）  

第２条 県は、拉致問題等の啓発について、国及び市町村と連携を図りながら、県民が拉

致問題等に関する関心及び理解を深めるための取組を持続的に行うものとする。  

２ 県は、市町村が行う拉致問題等の啓発に関する取組に協力するものとする。  

（学校その他の教育機関の役割）  

第３条 学校その他の教育機関は、その教育活動において、発達段階に応じた人権教育に

取り組むとともに、拉致問題等に関する関心及び理解を深めるための啓発の推進に努め

るものとする。  

（警察の役割）  

第４条 警察は、関係機関と連携を図り、新たな情報の収集等所要の捜査を積極的に行う

ものとする。  

（県民の協力）  

第５条 県民（県内に所在する事業者を含む。次項において同じ。）は、拉致問題等に関

する関心及び理解を深めるとともに、この条例の目的を達成するために県が実施する取

組に協力するよう努めるものとする。  

２ 県民は、拉致問題等の被害者又はその可能性のある者に関する情報を得たときは、速

やかに、警察本部又は警察署に当該情報を提供するものとする。  

（拉致問題等啓発月間） 

第６条 県は、この条例の目的を達成するための取組を重点的に実施するため、鳥取県拉

致問題等啓発月間を設ける。 

２ 鳥取県拉致問題等啓発月間は、10月１日から同月31日までとする。 

（国等への働きかけ） 

第７条 県は、拉致問題等の解決に向け、必要に応じて国等に対する適切な働きかけを行

うものとする。  
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（職員の研修）  

第８条 知事、教育長及び警察本部長は、その職員に対し、拉致問題等に関する研修その

他の拉致問題等に関する理解の増進を図るための措置を講ずるものとする。  

（財政上の措置） 

第９条 県は、この条例の目的を達成するための取組を実施するために必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（公表） 

第10条 知事は、毎年度、拉致問題等の早期解決を目指す取組の実施状況を取りまとめ、

公表するものとする。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を求める意見書 

 

えん罪は、有罪とされた者や家族の人生に深刻な影響を及ぼす、国家による取り返しの

つかない重大な人権侵害である。えん罪の発生を防ぐことはもちろん、不幸にしてえん罪

が発生した場合には、人権救済の観点からも速やかに救済することは国の基本的責務であ

り、その唯一の救済手段である再審制度は重要な意義を有する。 

しかしながら、現行の刑事訴訟法では再審請求手続に関する規定は19箇条しかなく、具

体的な審理の進め方や証拠開示の基準等は、事件を担当した裁判所の裁量に委ねられてい

る現状にある。そのため、事件を担当する裁判所によって審理の進め方が異なっており、

再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれている。 

また、再審を担当する裁判官が当該事件の本裁判に関与していないことを制度上担保す

る規定の整備、再審請求手続の期日指定及び記録作成の明確化、さらには、再審請求手続

において極めて重要な意義を持つ、捜査機関の保管証拠を開示させる仕組みの構築、再審

手続が非常に長期化する大きな要因の一つとなっている再審開始決定に対する検察官の不

服申立ての制限など、再審手続の公正性と実効性を高めるための抜本的な法整備を行うこ

とが必要不可欠である。 

よって、えん罪被害者を一刻も早く救済するため、これらの趣旨を踏まえ、国において、

刑事訴訟法の再審規定及び関連する手続規定について、速やかに必要な改正を行うことを

強く求める。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

 

  令和３年10月11日 

                          鳥 取 県 議 会 
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衆 議 院 議 長  

参 議 院 議 長  

内 閣 総 理 大 臣  

法 務 大 臣 

様 
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脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書 

 

脳脊髄液漏出症（脳脊髄液減少症）は、交通事故、スポーツ外傷、落下事故など身

体への強い衝撃等を契機に発症し、硬膜から脳脊髄液が漏出することで頭痛やめま

い、倦怠感など多様な症状が生じる疾患であり、重篤な後遺障害を引き起こすことが

ある。平成 28 年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法（ブラッドパッチ療

法）が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいるが、社会的認知はなお

十分とは言えない。 

交通事故等により罹患期間が長くなることで症状が治りにくくなり、後遺症がおの

ずと出てしまうケースがある中、脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保

険では障害等級 12 級の認定が多く行われているが、自賠責保険では後遺障害等級が

適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘がある。 

このような制度間での差異を是正し、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が一人でも多く

自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の

充実が求められる。 

また、脳脊髄液漏出症患者は、全国に数十万人いると言われており、多くが難治性

疾患の患者であるにもかかわらず、確立した治療法もなければ、難病指定もされてお

らず、早急に新しい治療法の研究を進めるとともに、難治性疾患への難病指定も望ま

れる。 

よって、国においては、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、次の事項につ

いて適切な措置を講ずるよう強く要望する。 

 

１ 公平性と透明性の高い自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定

手続きとして、高次脳機能障害の自賠責保険高次脳機能障害認定システムと同様

に、専門医による認定システム（脳脊髄液漏出症認定システム）の仕組みを構築す

ること。 

２ 被害者若しくはその代理人又は裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において

③ 
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後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される

制度とすること。 

３ 国の研究機関等において、難治性疾患の診断基準の確立を早急に行い、脳脊髄液漏

出症の治療方法の研究開発などを進めること。また、難治性の長期疾患の指定難病へ

の追加について検討すること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

 

  令和３年10月11日 

                          鳥 取 県 議 会 

 

 

 

 

 

 

  

衆 議 院 議 長  

参 議 院 議 長  

内 閣 総 理 大 臣  

総 務 大 臣  

厚 生 労 働 大 臣  

国 土 交 通 大 臣 

様 



- 8 - 

 

危機的状況にある自治体病院の存続に向けた財政支援を求める意見書 

 

自治体病院は、地域の民間医療機関では採算性の観点から担い難い救急、小児、周

産期等の高度医療の実施、さらには感染症や災害対応など、地域の医療提供体制の維

持に不可欠な役割を果たしている。 

こうした自治体病院の責務を果たすため、多くの自治体は一般会計から多額の拠出

金を負担しており、自治体病院は、現在の収支構造では行政の財政負担がなければ持

続的な運営はできない。 

しかし、公益社団法人全国自治体病院協議会の令和７年８月の調査結果にもあると

おり、近年の人件費や物価の高騰により、自治体病院の運営に要する費用が大きく膨

らむ一方で、現行の診療報酬はこうした実情に十分対応出来ておらず、令和６年度決

算では、自治体病院の約９割が自治体からの繰出金を入れてもなお経常収支が赤字と

なるなど、自治体の財政力を超えて経営環境は大きく悪化している。 

さらに、少子化に伴う人口減少と高齢化の進行等により、近年は医療分野の人材確

保が一層難しくなっており、人材流出を防ぐための医療従事者の待遇改善が急務であ

り、自治体病院において、将来に向けた安定的な医療従事者の確保は引き続き大きな

課題である。 

こうした困難な環境のもとでは、個々の経営努力や自治体の取組に頼るだけでは限

界があり、このままの状況が続けば、地域住民の生命や健康を守り、さらには社会の

安全・安心を支える公的基盤としての自治体病院の役割を果たしていくことは出来

ず、今まさに周辺市町村も含めた地域の医療提供体制は崩壊の危機に直面している。 

よって、国においては、地域医療の要である自治体病院の存続を図ることは、国の

責任において取り組むべき重要な課題と捉え、次の事項について早急かつ具体的に対

応するよう強く要望する。 

 

１ 自治体病院の持続的な経営の安定化につながるよう、物価高騰や人件費等の上昇

に対応した診療報酬の早期改定を実施するとともに、診療報酬制度については、物

④ 
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価高騰や人件費等の上昇を柔軟かつ適切に反映できる仕組みを導入すること。特

に、令和８年度の診療報酬改定については、入院基本料の大幅な引き上げを行うこ

と。 

２ 自治体病院の経営の現状を考慮し、当面の経営上の危機を回避するためにも、令

和８年度の診療報酬改定を待つことなく、臨時的な診療報酬の改定、新たな補助制

度の創設等、緊急的な財政支援を行うこと。 

３ 自治体病院が担う事業について、地方交付税措置単価の引上げ、算定ルールの見

直しなど、地方財政措置の更なる拡充を図ること。 

４ 医療従事者の確保及び人材流出の防止のため、自治体病院に対する予算措置や実

効性ある支援策を講ずること。 

５ 非課税取引とされている社会保険診療を行うための、医薬品や設備等の仕入れに

かかる消費税については、諸物価の高騰もあり、自治体病院の負担が増大している

ことから、軽減税率による課税取引への転換など、病院に対する消費税制度の改善

措置を講ずること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

 

  令和３年10月11日 

                          鳥 取 県 議 会 

 

衆 議 院 議 長  

参 議 院 議 長  

内 閣 総 理 大 臣  

総 務 大 臣  

財 務 大 臣  

厚 生 労 働 大 臣  

様 


